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告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
八
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ｓ
ａ
ｋ
ｕ
ｒ
ａ
‐
ｉ
ｒ
ｏ
ｄ
ｏ
ｒ
ｉ
＆
ｃ
ｏ
． 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

櫻
井 

雅
慶 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
日
高
市
大
字
高
萩
二
千
三
百
五
番
地
二
セ
ザ
ー
ル
武
蔵
高
萩
百
四
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
次
世
代
を
担
う
若
者
に
対
し
て
、
外
国
で
の
異
文
化
や
実
社
会
と
接
す
る
機

会
を
与
え
る
事
業
、
そ
の
過
程
で
キ
ャ
リ
ア
ビ
ジ
ョ
ン
を
見
つ
け
る
事
業
を
行
い
、
ひ
と
り
で

も
多
く
の
国
際
性
及
び
社
会
性
を
兼
ね
備
え
た
人
材
を
育
成
し
、
日
本
を
活
性
化
さ
せ
、
国
際

的
に
も
魅
力
的
な
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
た
日
本
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活
部
Ｎ

Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
a
i
t
a
m
a

k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
十
五
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
埼
玉
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
研
究
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

岩
﨑 

俊
一 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
蓮
田
市
大
字
閏
戸
三
千
九
百
二
十
番
地
の
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
市
民
に
よ
る
多
様
な
社
会
貢
献
・
社
会
変
革
活
動
の
実
践
的
な
支
援
を
行
う

こ
と
を
と
お
し
て
、
高
齢
化
や
少
子
化
す
る
地
域
社
会
に
お
け
る
住
民
の
生
活
や
い
ろ
い
ろ
な

悩
み
事
の
相
談
に
応
じ
る
な
ど
安
全
で
安
心
し
て
生
活
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
を
目
ざ
し
て
、

地
域
社
会
の
自
律
的
発
展
と
市
民
社
会
の
構
築
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
号



告 
 

示 

 
 

 
坂
戸
市
か
ら
坂
戸
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
再
生
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
一
号



告 
 

示 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、 

中
条
星
宮
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

職 

名 
 

 

氏 
 

 
名 

 
 

 

住 
 

 

所 

 

理 

事 
 

吉 

岡 

博 
志 

 

熊
谷
市
下
川
上
四
百
七
十
六
番
地 

    

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
二
号



告 
 

示 

  
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
〇
九
―
三
八
―
〇
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

入
間
市
宮
寺
字
宮
寺
新
田
三
〇
〇
七
―
一
他
七
筆 

市
道
Ｄ
一
四
号
線
の
一
部 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

九
七
九
・
九
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

浸
透
効
果
量 

〇
・
一
四
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒 

   

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
三
号



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四

十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号
で
告
示
し
た
戸
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

戸
田
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

戸
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業
戸
田
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
四
十
五
年
三
月
十
七
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

合
流
式 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 

ロ 

分
流
式
汚
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 

変
更
な
し 

 

ハ 

分
流
式
雨
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 

変
更
な
し 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
四
号



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五

十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
三
十
七
号
で
告
示
し
た
蓮
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

蓮
田
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

蓮
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業
蓮
田
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
五
十
三
年
十
月
二
十
四
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 

ロ 

雨
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
五
号



告 
 

示 

  
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

久
喜
市
清
久
工
業
団
地
周
辺
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

就
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所 

 

市 

川 

久 

夫 
 

久
喜
市
北
中
曽
根
一
五
六
五
番
地 

 

小 

倉 

一 

幸 
 

東
京
都
青
梅
市
二
俣
尾
四
丁
目
九
四
五
番
地 

 

高 

野 
 

 

健 
 

東
京
都
立
川
市
錦
町
一
丁
目
二
三
番
二
号
レ
ジ
デ
ン
ス
錦
三
〇
一 

 

武 

井 
 

 

勉 
 

久
喜
市
北
中
曽
根
一
三
四
一
番
地
の
三 

 

松 

岡 

次 

郎 
 

久
喜
市
北
中
曽
根
一
五
五
七
番
地 

 

南 
 

 

有 

朋 
 

東
京
都
東
大
和
市
立
野
三
丁
目
一
二
九
三
番
地
二
六
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
東 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
和
二
〇
一
号 

 

森 

屋 

純 

一 
 

東
京
都
あ
き
る
野
市
養
沢
一
八
三
番
地 

 

柳 

瀬 

英 

男 
 

北
本
市
東
間
五
丁
目
九
〇
番
地
サ
ン
マ
ン
シ
ョ
ン
北
本
一
‐
六
〇
一 

 

渡 

辺 

光 

明 
 

山
梨
県
大
月
市
賑
岡
町
強
瀬
四
四
一
番
地 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
六
号



告 
 

示 

  
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
三
十
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
指
定
確
認
検
査
機
関
か
ら
確
認
検
査
の
業
務
の
一
部
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 

埼
玉
県
知
事

第
三
号 

指

定

番

号 

株
式
会
社

埼
玉
建
築

確
認
検
査

機
構 

名

称 
さ
い
た
ま
市

浦
和
区
常
盤

三
丁
目
十
二

番
二
十
七
号 

所

在

地 

建
築
基
準
法
に
基
づ
く

指
定
資
格
検
定
機
関
等

に
関
す
る
省
令
（
平
成

十
一
年
建
設
省
令
第
十

三
号
）
第
十
五
条
第
五

号
か
ら
第
八
号
ま
で
に

掲
げ
る
区
分 

廃
止
す
る
確
認
検
査
の

業
務
の
範
囲 

平
成
二
十
三

年
二
月
五
日 

廃
止
し
た
日 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
七
号



告 
 

示 

 
埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
九
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

倉 

一 

夫 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

さ
い
た
ま
鳩
ヶ
谷
線 

三 

道
路
の
区
域 

 
 

 



         

新 旧 

旧 

新 

別 

川
口
市
大
字
新
井
宿
字
下
壱
斗
蒔
一
〇

六
番
三
地
先
か
ら
鳩
ケ
谷
市
桜
町
二
丁

目
八
一
番
三
地
先
ま
で 

 

区 
 

 
 

 

間 

一
四
・
〇
〇
～ 

 
 

 
 

一
七
・
五
三 

 

六
・
二
三
～ 

 
 

 
 

 

六
・
三
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

  

四
一
一
・
五
〇 

延 
 

 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

備 
 

 

考 



告 
 

示 
 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
八
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

若 

林 

祥 

文 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
八
月
十
三
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
二
〇
〇
六
〇
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
十
八
日 

 
 

川
建
セ
第
二
二
〇
一
二
三
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

比
企
郡
鳩
山
町
大
字
泉
井
字
山
下
九
一
七
番
一
の
一
部 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

坂
戸
市
関
間
三
丁
目
二
番
五
号 

 
 

原 

司
朗 

 
 

 
 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
七
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
一
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
二
〇
〇
四
二
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
十
六
日 

 
 

越
建
セ
第
四
二
一
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
須
賀
字
下
堤
外
一
七
四
一
―
六 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

千
葉
県
野
田
市
春
日
町
一
五
―
四 

ベ
ル
シ
ャ
ト
レ
一
〇
四 

 
 

池
上 

雅
晴 


